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ツアーパスを運行する貸切パス事業場に対する緊急の集中監管の実施に

当たって留意すべき事項について

標記については、平成28年1月20日付け基発0120第3号「ツアーパスを運行する貸切パ

ス事業場に対する緊急の集中監腎の実施について」により指示されたところであるが、その

具体的な実施に当たっては、下記事項に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

1 対象事業場

別途送付する事業場一覧表によること。

2 実施方法

(1）原則として、地方運輸機関との合同監腎・監査によることとし、具体的日程について

地方運輸機関と調整すること。

なお、地方運輸機関と合同監腎・監査について調整を行うことについては、国土交通

省と協議済であること。

(2）地方運輸J機関との具体的な調整に当たっては、平成 20年3月 19日付け基監発第

0319002号「自動車運転者の労働条件確保のための地方運輸機関との合同監管・監査の

実施に当たって留意すべき事項について」（以下「留意事項通達」という。）記の2によ

ること。

(3）合同監腎・監査の実施方法については、平成20年3月 19日付け基監発第0319001号

「自動車運転者の労働条件確保のための封肪運輸機関との合同監腎・監査の実施につい

て」記の4によることとし、特に「（l｝合同監腎・監査は、原則として予告することなく

実施すること。」に十分留意すること。

性）本集中監管の全数について、別添の「ツアーノ〈スを選者予する貸切パス事業場に対する

，監腎付表」を作成すること。



3 労働基樹子政情報システムへの入力

合同監腎・監査を実施した場合の監管復命書の労働基樹子政情報システム（以下「シス

テムJという。）への入力は、留意事項通達記の3によること。

4 監管復命書等の送付

集中監腎の結果については、 4月中に取りまとめの上、公表することとしているので、

(1) 1月中に実施したものは、 2月 15日（月）まで

(2) 2月中に実施したものは、 3月14日（月）まで

(3) 3月中に実施したものは、 4月 14日（木）まで

に、監腎復命書、是正勧告書（控）、指導票（控）、監管付表等の写しを、システムのメー

ル機能により、暗号化した上で、以下の宛先まで送付すること。

なお、是正報告については、後日、送付を依頼することがありうること。
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